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共生社会の実現を推進するための認知症基本法 概要

１.目的

① 全ての認知症の人が、基本的人権を享有する個人として、自らの意思によって日常生活及び社会生活を営むことができる。

② 共生社会の実現を推進するために必要な認知症に関する正しい知識及び認知症の人に関する正しい理解を深めることができる。

③ 日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるものの除去。地域において安全にかつ安心して自立した日常生活を営むことができるとと

もに、意見を表明する機会及び社会のあらゆる分野における活動に参画する機会を確保する。

④ 認知症の人の意向を十分に尊重しつつ、良質かつ適切な保健医療サービス及び福祉サービスが切れ目なく提供される。

⑤ 認知症の人のみならず家族等に対する支援により、認知症の人及び家族等が地域において安心して日常生活を営むことができる。

⑥ 共生社会の実現に資する研究等の推進。予防、診断及び治療並びにリハビリテーション及び介護方法など科学的知見に基づく研究等の

成果を広く国民が享受できる環境を整備する。

⑦ 教育、地域づくり、雇用、保健、医療、福祉その他の各関連分野における総合的な取組として行われる。

４.認知症施策推進基本計画等

政府は、認知症施策推進基本計画を策定（認知症の人及び家族等により構成される関係者会議の意見を聴く。）

都道府県・市町村は、それぞれ都道府県計画・市町村計画を策定（認知症の人及び家族等の意見を聴く。） （努力義務）

２.基本理念

国民は、共生社会の実現を推進するために必要な認知症に関する正しい知識及び認知症の人に関する正しい理解を深め、共生社会の実現
に寄与するよう努める。政府は、認知症施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講ずる。

３.国・地方公共団体等の責務等

認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができるよう、認知症施策を総合的かつ計画的に推進

⇒ 認知症の人を含めた国民一人一人がその個性と能力を十分に発揮し、相互に人格と個性を尊重しつつ支え合いながら共生する活力
ある社会（＝共生社会）の実現を推進

令和５年６月14日成立
令和６年１月１日施行

５.基本的施策

①国民の理解､②バリアフリー､③社会参加､④意思決定・権利擁護､⑤保健医療･福祉､⑥相談体制､⑦研究､⑧予防､⑨調査､

⑩多様な主体の連携､⑪地方公共団体への支援､⑫国際協力

６.認知症施策推進本部

内閣に内閣総理大臣を本部長とする認知症施策推進本部を設置。基本計画の案の作成・実施の推進等をつかさどる。

※基本計画の策定に当たっては、本部に、認知症の人及び家族等により構成される関係者会議を設置し、意見を聴く。
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国の認知症施策の会議に認知症本人・家族が参画

【認知症と向き合う「幸齢社会」実現会議】

議長：内閣総理大臣
副議長：内閣官房長官、厚生労働大臣、健康・医療戦略担当大臣
構成員：
粟田 主一 地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター 認知症未来社

会創造センター長
岩坪 威 東京大学大学院医学系研究科 教授
鎌田 松代 公益社団法人 認知症の人と家族の会 代表理事
黒澤 史津乃 株式会社 ＯＡＧライフサポート 代表取締役
柴田 範子 特定非営利活動法人 楽 理事長
鳥羽 研二 地方独立行政法人 東京都健康長寿医療センター 理事長
藤田 和子 一般社団法人 日本認知症本人ワーキンググループ 代表理事
町 亞聖 フリーアナウンサー

【認知症施策推進関係者会議】

粟田 主一 東京都健康長寿医療センター 認知症未来社会創造センター長
伊集院 幼 鹿児島県大和村 村長
井上 隆 一般社団法人日本経済団体連合会 専務理事
岩坪 威 東京大学大学院医学系研究科 教授
江澤 和彦 公益社団法人日本医師会 常任理事
及川 ゆりこ 公益社団法人日本介護福祉士会 会長
沖田 裕子 認知症の人とみんなのサポートセンター 代表理事
鎌田 松代 公益社団法人認知症の人と家族の会 代表理事
佐保 昌一 日本労働組合総連合会 総合政策推進局長
繁田 雅弘 東京慈恵会医科大学 名誉教授
柴口 里則 一般社団法人日本介護支援専門員協会 会長
春原 治子 一般社団法人日本認知症本人ワーキンググループ
戸上 守 一般社団法人日本認知症本人ワーキンググループ
成本 迅 京都府立医科大学大学院医学研究科精神機能病態学 教授
新田 惇一 長崎県福祉保健部長
藤田 和子 一般社団法人日本認知症本人ワーキンググループ 代表理事
堀田 聰子 慶應義塾大学大学院健康マネジメント研究科教授
前田 隆行 100BLG 株式会社 取締役
松本 憲治 日本商工会議所企画調査部 担当部長
宮島 壽男 愛知県知多市 市長
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• 地方自治体において、地域の実情や特性に即した取組を創意工夫しながら実施

• 地方自治体の計画策定に際しての柔軟な運用（既存の介護保険事業計画等との一体的な策定など）

• ①行政職員が､認知症カフェ等様々な接点を通じて､認知症の人や家族等と出会い･対話する､②ピアサポート活動や本人ミー
ティング等の当事者活動を支援する、③認知症の人や家族等の意見を起点として､施策を立案、実施、評価する。

認知症施策推進基本計画の概要

• 共生社会の実現を推進するための認知症基本法 に明記された 共生社会 の実現を目指す。
• 認知症の人本人の声を尊重し、「新しい認知症観」※に基づき施策を推進する。

※ ①誰もが認知症になり得ることを前提に、国民一人一人が自分ごととして理解する。②個人としてできること･やりたい
ことがあり､住み慣れた地域で仲間と共に､希望を持って自分らしく暮らすことが出来る

⇒ ①「新しい認知症観」に立つ､②自分ごととして考える､③認知症の人等の参画･対話､④多様な主体の連携･協働

• 以下の4つの重点目標に即した評価指標を設定：①「新しい認知症観」の理解、②認知症の人の意思の尊重、③認知症の人・
家族等の地域での安心な暮らし、④新たな知見や技術の活用

• 評価指標は、重点目標に即して、プロセス指標、アウトプット指標、アウトカム指標を設定。

• 施策は、認知症の人の声を起点とし、認知症の人の視点に立って、認知症の人や家族等とともに推進する。

⇒ 以下の12項目を設定：①国民の理解､②バリアフリー､③社会参加､④意思決定・権利擁護､⑤保健医療･福祉､⑥相談体制､
⑦研究､⑧予防､⑨調査､⑩多様な主体の連携､⑪地方公共団体への支援､⑫国際協力

前文／Ⅰ 認知症施策推進基本計画について／Ⅱ 基本的な方向性

Ⅲ 基本的施策

Ⅳ 第1期基本計画中に達成すべき重点目標等

Ⅴ 推進体制等

【位置づけ】 基本法に基づく、国の認知症施策の基本計画。これに基づき、地方自治体は推進計画を策定（努力義務)。
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認知症施策推進基本計画について考える【当事者参画】

• 認知症の人とその家族その他認知症の人と日常生活において密接な関係を有する者（以下「家族等」
という。）の参画を得て、意見を聴き、対話しながら、共に認知症施策の立案等を行っていくことが
求められる。

③ その際、認知症の人と家族等の参画を単なる一方通行的意見聴取に留めるのではなく、行政職員が
認知症の人や家族等の活動の現場に出向くこと等により、認知症の人と家族等と対話し、意見を交
換し合うことで、認識を共有することが重要である。

① 認知症施策の立案､実施､評価に当たっては、認知症の人と家族等の参画
が最も重要である。まずは、都道府県、市町村の行政職員が、認知症カ
フェへの参加など地域における様々な機会を捉え、認知症の人・家族等と
出会い、対話をすることで、認知症に関する知識や認知症の人への理解を
深めることが重要。

② その上で、認知症地域支援推進員等が中心となって、ピアサポート活動等
地域における認知症の人や家族等の活動を支援し、本人ミーティング等の
当事者からの発信につなげていく。
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認知症施策推進基本計画について考える【バリアフリー】

認知症の人が自立して、かつ、安心して暮らすための、地域における生活支援体制の整備等
➣ 認知症の人が安心・安全・スムーズに外出・帰宅できるよう、認知症サポーターの養成を推進するととも

に、チームオレンジなど、地域の実情に応じて、実際に認知症の人やその家族の手助けとなる活動につな
がる環境の整備を推進する。

➣ 認知症バリアフリー宣言を始めとする地域の企業や公共機関等での認知症バリアフリーの取組の推進を支
援する。

【施策の目標】
認知症の人の声を聴きながら、その日常生活や社会生活等を営む上で障壁となるもの（ハード・

ソフト両面にわたる社会的障壁）を除去することによって、認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を
持って暮らせる社会環境を確保していくことを目標として、以下の施策を実施する。

☞ 認知症バリアフリー宣言ポータル
https://ninchisho-barrierfree.jp/
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認知症施策推進基本計画について考える【バリアフリー】

事業者が認知症の人に適切に対応するために必要な指針の策定
➣ 認知機能の障害という障害の特性によって生ずるバリアを、認知症の人と家族等と共に丁寧に探究しなが

ら、バリアフリー化を推進していくために、日本認知症官民協議会による官民連携の下、認知症の人の生
活に関わる業界向けの手引を認知症の人と家族等と共に、幅広く、個別の業種で計画的に作成し、その普
及に取り組む。また、公共交通事業者においては、適切な接遇のための研修等を推進する。

★認知症の人と接する機会の多い業種等から作成

【令和２年度】
「金融」（銀行・信託・生保・損保・証券）
「住宅」（マンション）
「小売」（コンビニ・小売店・薬局 等）
「レジャー・生活関連」（旅館・ホテル、理美容、飲食業 等）

【令和４年度】
「図書館」「薬局・ドラッグストア」「運動施設」「配食等」

【令和５年度】
「旅館・ホテル」「携帯ショップ」

【令和６年度～】
認知症の本人・家族の希望を踏まえ、関係省庁と連携して策定する
「工程表」に基づき、幅広く、かつ、個別の業界・業種ごとの手引き
を作成予定。
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認知症施策推進基本計画について考える【社会参加】

認知症の人の社会参加の機会の確保

➣ 認知症の人と共に、認知症の人の幅広い居場所づくり、社会参加機会の確保を推進する。介護事業所・
施設において社会参加活動等に参加した利用者が謝礼等を受け取る仕組みを活用した取組を推進するとと
もに、地域の介護事業所等と企業等が連携しやすい環境整備を推進する。

【施策の目標】
認知症の人が孤立することなく、必要な社会的支援につながるとともに、多様な社会参加

の機会を確保することによって、生きがいや希望を持って暮らすことができるようにするこ
とを目標として、以下の施策を実施する。
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認知症施策推進基本計画について考える【社会参加】

多様な主体の連携・協働の推進による若年性認知症の人等の就労に関する事業主に対する啓発・普及等

➣ 企業に対して、「若年性認知症における治療と仕事の両立に関する手引き」（令和３（2021）年12月
作成）の普及啓発を行い、医療機関への早期の受診勧奨の啓発を行うとともに、若年性認知症の人の意欲
と能力に応じた雇用継続に向けて取り組む。

➣ 若年性認知症の人が障害者職業センター等を利用する際に、若年性認知症支援コーディネーターが専門
家として若年性認知症の人に対する就労支援を推進する。

➣ 若年性認知症の人や家族等のニーズ、若年性認知症の人が生活する地域の資源に応じた支援を行うため、
若年性認知症支援コーディネーターが認知症地域支援推進員や地域包括支援センターの職員に対して支援
を行うこと、認知症地域支援推進員が若年性認知症支援コーディネーターに対して地域のピアサポート活
動の情報等を紹介すること、若年性認知症支援コーディネーター等と企業の産業医や両立支援コーディ
ネーター等による連携した対応を行うことなどを推進する。
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認知症施策推進基本計画について考える【相談体制】

認知症の人や家族等が互いに支え合うための相談・交流の活動に対する支援、関係機関の紹介、その他の必
要な情報の提供及び助言

➣ 企業・労働者双方に、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成
３年法律第76号）に基づく介護休業等の制度周知等を行うとともに、同法への対応や柔軟な働き方に取り
組む中小企業の職場環境整備を推進する。

➣ より幅広い企業が両立支援に取り組むことを促すため、企業経営における仕事と介護の両立支援が必要
となる背景・意義や両立支援の進め方などをまとめた企業経営層向けのガイドラインを周知することで、
仕事をしながらその家族の介護を行う者への支援を推進する。

【施策の目標】
認知症の人や家族等が必要な社会的支援につながることができるように、相談体制を整備

し、地域づくりを推進していくことを目標として、以下の施策を実施する。
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認知症施策推進基本計画について考える【KPI】

プロセス指標 アウトプット指標 アウトカム指標

✓ 部署横断的に認知症施策の検討
を実施している地方公共団体の
数

✓ 認知症の人と家族等が参画して
認知症施策の計画を策定し、そ
の計画に達成すべき目標及びＫ
ＰＩを設定している地方公共団
体の数

✓ 就労支援も含めて個別の相談・支
援を実施していることを明示した
認知症地域支援推進員や若年性認
知症支援コーディネーターを設置
している地方公共団体の数

✓ 認知症バリアフリー宣言を行って
いる事業者の数

✓ 製品・サービスの開発に参画して
いる認知症の人と家族等の人数

✓ 自分の思いを伝えることがで
きる家族、友人、仲間がいる
と感じている認知症の人の割
合

✓ 地域で役割を果たしていると
感じている認知症の人の割合

✓ 認知症の人が自分らしく暮ら
せると考えている認知症の人
及び国民の割合

認知症の人・家族等が他の人々と支え合いながら地域で安心して暮らすことができること
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認知症施策推進基本計画について考える【まとめ】

• 認知症の人・家族が参画する形での政策の立案・実施・評価を行う体制をどう作るか

• 認知症の人の社会参加の場、就労の場をどう作るか

• 家族が仕事や生活を営むことができるか

• 共生社会の実現に向けて

※ 認知症の人を含めた国民一人一人がその個性と能力を十分に発揮し、
相互に人格と個性を尊重しつつ支え合いながら共生する活力ある社会

• 認知症バリアフリーをどうすれば広げることができるか
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ご清聴ありがとうございました。

厚生労働省では、Facebookアカウントを運用しています。

オレンジポスト～知ろう認知症～
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